
佐世保市サプライチェーン強化促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けている市内中小企業者が事業規

模拡大に向けて実施する生産性向上に資する取組を支援し、市内サプライチェ

ーンの強靭化を図り、市内経済や雇用を下支えするために、予算の定めるとこ

ろにより佐世保市サプライチェーン強化促進事業補助金を交付するものとし、

その交付については、佐世保市補助金交付規則（平成 17 年３月３１日規則第

５３号。以下「規則」という。）、長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金（県

内サプライチェーン強化促進タイプ）実施要綱（以下「県要綱」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する会社をいう。 

 (2) 長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金 長崎県が実施する賃上げ

対応型企業成長促進事業において実施する長崎県製造業賃上げ対応型投資促

進補助金（サプライチェーン強化促進タイプ）（以下「県補助金」という。）を

いう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は長崎県

から県補助金の交付決定を受けた中小企業者であって、次の各号のいずれの要

件も満たすものとする。 

 (1) 市内に本店若しくは主たる事業所を設置している者 

 (2) 市税を滞納していない者 

 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

県補助金の採択を受けた事業であって、令和８年２月１３日までに補助対象事

業及び支払いが完了するものとする。 

２ 補助対象経費は、県要綱第４条に掲げられているもののうち、県補助金の交

付決定を受けた経費であって、長崎県からの補助額を除いた事業者の自己負担

部分（消費税及び地方消費税を除く）とする。 



 

（補助率及び補助上限額等） 

第５条 補助金の補助率は、補助対象経費の３分の１以内とし、上限を３,００

０万円とする。なお、千円未満は切り捨てるものとし、予算の範囲内で交付す

る。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金を申請しようとする者（以下「交付申請者」という。）は、規則

第３条の規定に基づき、長崎県からの交付決定通知後、佐世保市サプライチェ

ーン強化促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の関係書類を添えて、

市が指定する日までに市長に提出しなければならない。 

 (1) 県補助金の交付決定通知書の写し 

 (2) 県補助金の交付申請時に提出した事業計画書の写し 

 (3) 直近事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

 (4) 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し 

 (5) 市税の滞納がないことを証する書類 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めたときは交付決定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助

事業者」という。）は、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかにそ

の旨を記載した書面を市長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付決定はなかったものとする。 

 

（補助対象事業の内容又は経費の配分の変更） 

第９条 補助対象者は、補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとす

るときは、長崎県への変更承認申請書を提出し承認を受けた後、遅滞なく、補

助事業変更承認申請書（様式３号）を市長に提出してその承認を受けなければ

ならない。ただし、事業における経費区分ごとの配分額の２０パーセント以内



の金額の変更をしようとする場合で補助金額に変更を生じないものについて

は、変更承認は不要とする。 

２ 第１項に規定する変更承認申請書に添付すべき書類は、長崎県に提出した

書類の写しとする。 

３ 佐世保市からの補助金額に２０パーセント以上の変更が生じる場合は、第

１項の規定に関わらず事業計画変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し

てその承認を受けなければならない。 

４ 市長は、第１項及び前項の規定による申請書を受け、内容等を検討のうえ承

認した場合には、事業計画変更承認書（様式第４号）により通知するものとす

る。 

 

（実績報告書の提出） 

第１０条 補助対象者は、補助対象事業が完了し、長崎県から補助金交付額確定

通知書にて確定通知を受けたのち、補助事業実績報告書（様式第５号）に次の

関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 県補助金の補助金交付額確定通知書の写し 

 (2) 県補助金の実績報告時に提出した補助事業実績書等の写し 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該報告にか

かる書類の審査及び必要に応じて実地調査等により、その報告にかかる補助事

業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、補助金額確定通知書（様

式第６号）により当該補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１２条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

支払うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。 

 

（交付決定の取消） 

第１３条 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) この要綱の規定に違反したとき。 

 (2) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったと



き。 

 (3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

 (4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 

 (5) 補助事業の実施方法が不適切と認められるとき。 

 (6) 令和８年２月１３日までに補助対象事業における、事業及び支払いを完

了しなかったとき。 

 (7) 役員等が佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号。以下「条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団

員」という。）であると認められるとき。 

 (8) 暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと

認められるとき。 

 (10) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められるとき。 

 (11) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消をしたときは、交付決定取消通知書（様式第

５号）により、交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に

補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができ

る。 

 

（書類の保存） 

第１５条 補助対象者は、補助事業にかかる書類及び帳簿等を整備するととも

に、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存し

なければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助事業等により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、その台帳を整備し、その保管状況を明らかにする

とともに、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理しなけ



ればならない。 

２ 取得財産のうち、１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が５０万円以

で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。）

に定められている財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分制限を定める件（昭和５３年通商産業省告示第３６０号）に定

められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けない

で、取得財産等を補助金の目的に反して使用し、交換し、貸し付け、又は担保

に供してならない。 

３ 前項の承認を得て取得財産等を処分したことにより収入があったときは、

市長は、当該収入の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（有効期間） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に交付決定のあった補助事業については、この要綱の失効後も、なおその効力

を有する。 


